
茅ヶ崎市全体財務書類に係る注記 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

取得価格が判明しているものについては取得価格、取得価格が不明なものは

再調達価格を基礎とした価格で評価しています。ただし、昭和５９年以前に取

得したものは、取得価格不明なものとして取り扱い、再調達価格を基礎として

評価しています。なお、道路、河川及び水路の敷地については、備忘価格１円

としています。 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

①市場価格のある有価証券等 

市場価格のある有価証券については、基準日時点における市場価格により評

価しています。 

②市場価格がない有価証券等 

市場価格のない有価証券等については、出資金額等により評価しています。

ただし、実質価格が著しく低下したものについては、相当の減額を行った後の

価格で計上しています。 

（３）棚卸資産の評価基準および評価方法 

棚卸資産（貯蔵品）については、先入先出法により評価しています。 

（４）有形固定資産等の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定額法を採用しています。 

②無形固定資産 

定額法を採用しています。 

③リース資産 

定額法を採用しています。 

（５）引当金の計上基準及び算定方法 

①徴収不能引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損の実積率等により回収不

能と見込まれる額を計上しています。 

②賞与等引当金 

職員に対する期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費に備えるため、当年

度負担相当額を計上しています。 



③退職手当引当金 

職員に対する退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当自己

都合要支給額に相当する額を計上しています。 

（６）リース取引の処理方法 

地方公営企業法施行規則第５５条に規定するリース会計に係る特例を適用し、

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理をしています。 

（７）資金収支計算書における資金の範囲 

地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としてい

ます。 

（８）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

①消費税及び地方消費税の会計処理 

公共下水道事業会計、病院事業会計を除き、税込方式により処理しています。 

 

２ 追加情報 

（１）対象範囲（対象とする会計名） 

①一般会計 

②公共用地先行取得事業特別会計 

③国民健康保険事業特別会計 

④後期高齢者医療事業特別会計 

⑤介護保険事業特別会計 

⑥公共下水道事業会計 

⑦病院事業会計 

（２）一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

一般会計等と普通会計の対象範囲に差異はありません。 

（３）出納整理期間 

地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。

当会計年度に係る出納整理期間における現金の受払い等と終了した後の計数を

もって会計年度末の計数としています。 

また、企業会計方式を採用している公共下水道事業会計、病院事業会計では、

出納整理期間がなく、３月末日現在で未収金、未払金等を計上しているため、

出納整理期間中に支払われたものについては、これらを現金決済したものとし

て調整しています。 



（４）地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― ― 0.4 44.5 

 

（５）繰越事業に係る将来の支出予定額 

継続費 10,101,579千円 

継続費の逓次繰越 114,413千円 

繰越明許費 1,864,838千円 

合計 12,080,830千円 

 

（６）財政調整基金の繰替運用の内容 

歳計現金に不足が生じる場合、効率性を勘案の上、歳計現金への繰替運用を

行っています。 

（７）地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政

需要額に含まれることが見込まれる金額 

41,138,517千円 

（８）将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素） 

将来負担額  91,735,141千円 

充当可能財源等  75,638,438千円 

標準財政規模  40,522,677千円 

算入公債費等の額  4,362,559千円 

（９）純資産における固定資産等形成分・余剰分（不足分）の内容 

貸借対照表の純資産における固定資産等形成分には、本市が調達した資源を

充当して形成した資産残高（減価償却累計額控除後）であり、余剰分（不足分）

は、純資産の金額から固定資産形成分を控除した金額を計上しており、残高が

正数であれば余剰分として費消可能な資源の蓄積を意味します。 

本市の場合、残高が負数となっていることから、余剰ではなく不足している

ことを意味します。 

 

 



（10）基礎的財政収支 

業務活動収支   4,988,467千円 

支払利息支出   1,362,718千円 

投資活動収支 △7,334,511千円 

基礎的財政収支  △983,326千円 

（11）一時借入金 

資金収支計算書には、一時借入金の増減額は含まれていません。一時借入金

の限度額は6,050,000千円です。 

 


